
日
韓
保
護
条
約
直
前
の
海
外
視
察 

　
　
―
尹
致
昊
日
記
（
一
九
〇
五
年
）
の
日
本
と
ハ
ワ
イ
視
察
を
中
心
に
―

柳
　
　
　
忠
　
熙

　
　

―
目　

次
―

一
、
日
韓
保
護
条
約
直
前
の
尹
致
昊
の
海
外
視
察

二
、
日
本
視
察
団
の
派
遣
と
ハ
ワ
イ
移
民
実
態
の
視
察
の
経
緯

三
、
保
護
条
約
の
前
夜
の
日
本
視
察
記
―
―
日
本
に
対
す
る
相
反
す
る
態
度

四
、
ハ
ワ
イ
の
韓
人
社
会
の
視
察
記
―
―
韓
国
（
人
）
に
対
す
る
啓
蒙
の
視
線

五
、
保
護
国
化
の
前
夜
の
記
録

一
、
日
韓
保
護
条
約
直
前
の
尹
致
昊
の
海
外
視
察

　

大
韓
帝
国
を
め
ぐ
る
日
本
と
ロ
シ
ア
間
の
利
害
問
題
が
急
激
に
悪
化
し
一
九
〇
四
年
二
月
に

日
露
戦
争
が
勃
発
す
る
。
戦
争
の
末
、
日
本
の
勝
利
が
確
実
に
な
っ
て
い
く
な
か
、
一
九
〇
五

年
一
一
月
に
大
韓
帝
国
は
日
本
と
保
護
条
約
を
結
ぶ
（
日
韓
保
護
条
約
［
第
二
次
日
韓
協
約
、

乙
巳
保
護
条
約
］）。
こ
の
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
大
韓
帝
国
は
日
本
の
保
護
国
と
な
り
、
外
交

権
を
喪
失
し
、
翌
一
九
〇
六
年
二
月
に
内
政
へ
の
助
言
や
摂
政
を
目
的
と
す
る
機
関
と
し
て
統

監
府
が
設
置
さ
れ
る
。

　

大
韓
帝
国
政
府
は
、
日
韓
保
護
条
約
が
締
結
さ
れ
る
四
か
月
前
の
一
九
〇
五
年
七
月
に
日
本

の
実
情
を
探
る
た
め
に
視
察
団
を
派
遣
す
る
。
外
部
協
弁
で
あ
っ
た
尹
致
昊
（
ユ
ン
・
チ
ホ
）

も
当
使
節
団
に
同
行
す
る

1

。
そ
し
て
、
同
年
八
月
よ
り
、
尹
は
ほ
か
の
使
節
団
と
離
れ
て
独

り
で
韓
人
の
移
民
実
態
を
視
察
す
る
た
め
に
ハ
ワ
イ
に
向
か
う
。

　

尹
致
昊
は
、
一
八
九
五
年
に
十
余
年
の
海
外
亡
命
生
活
を
終
え
て
朝
鮮
に
戻
っ
て
き
た
。
帰

国
後
、
一
九
一
〇
年
の
日
韓
併
合
ま
で
、
尹
は
教
育
や
言
論
や
宗
教
の
分
野
で
活
発
に
活
動
し

た
。
朝
鮮
政
府
に
お
い
て
尹
致
昊
は
、
学
部
協
弁
と
地
方
官
も
務
め
た
が
、
主
に
外
部
協
弁
と

外
部
大
臣
署
理
な
ど
の
外
交
業
務
に
携
わ
っ
て
い
た
。
尹
が
こ
の
よ
う
な
外
国
関
連
業
務
に
起

用
さ
れ
た
の
は
、
彼
の
長
期
間
に
わ
た
る
海
外
生
活
と
、
英
語
を
は
じ
め
と
す
る
多
数
の
外
国

語
が
駆
使
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
で
は
、
尹
致
昊
は
海
外
体
験
を
通
じ
て
の
開
化
思
想
の
受
容

2

、
外
国
語
習

得
3

、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
入
信

4

な
ど
、
近
代
知
識
人
へ
の
変
容
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

と
く
に
海
外
体
験
と
尹
致
昊
の
思
想
の
問
題
に
つ
い
て
、
最
初
の
海
外
体
験
で
あ
る
日
本
留
学

（
一
八
八
一
～
一
八
八
三
年
）
と
、
甲
申
政
変
（
一
八
八
四
年
）
の
失
敗
に
よ
る
十
余
年
の
歳

月
を
中
国
と
ア
メ
リ
カ
で
過
ご
し
た
長
期
滞
在
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
漢
文
や
国
文
や
英
文
で

作
成
さ
れ
た
尹
致
昊
の
「
日
記
」5

に
は
、
日
本
留
学
期
の
後
半
に
当
た
る
一
八
八
三
年
の
生

活
と
一
八
八
五
年
よ
り
一
八
九
三
年
ま
で
の
中
国
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
で
の
生
活
が
詳
細
に
記
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
の
時
期
を
海
外
留
学
期
あ
る
い
は
海
外
亡

命
期
と
し
て
包
括
的
に
捉
え
て
分
析
し
、
そ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
個
別
的
な
尹
致
昊
の
旅
自
体

に
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い

6

。
日
韓
併
合
（
一
九
一
〇
年
）
以
前
の
尹
致
昊
の
私
的
旅

行
だ
け
を
例
と
し
て
挙
げ
て
み
て
も
、
中
国
滞
在
期
に
中
西
書
院
の
同
学
で
あ
る
永
見
と
と
も

に
し
た
蘇
州
旅
行
（
一
八
八
五
年
八
月
一
月
～
七
日
）、
同
志
社
入
学
の
た
め
に
日
本
へ
渡
っ

た
長
崎
旅
行
（
一
八
八
八
年
七
月
二
一
日
～
九
月
一
〇
日
）、
ア
メ
リ
カ
留
学
を
終
え
て
帰
国

す
る
と
き
に
ア
メ
リ
カ
北
部
お
よ
び
日
本
を
経
て
帰
っ
て
き
た
帰
国
旅
行
（
一
八
九
三
年
九
月

一
三
日
～
一
一
月
一
四
日
）
な
ど
が
あ
る
。
そ
し
て
、
朝
鮮
政
府
の
使
節
団
と
し
て
外
国
を
訪

ね
た
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
戴
冠
式
の
祝
賀
使
節
団
（
一
八
九
六
～
一
八
九
七
年
）、
日

本
と
ハ
ワ
イ
視
察
（
一
九
〇
五
年
）
な
ど
、
公
的
な
旅
の
記
録
も
「
日
記
」
に
確
認
で
き
る
。

一

日
韓
保
護
条
約
直
前
の
海
外
視
察
（
柳
）
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海
外
旅
行
は
旅
行
者
に
自
分
が
属
し
た
日
常
的
で
馴
染
の
あ
る
環
境
あ
る
い
は
自
文
化
の
空

間
を
離
れ
る
経
験
を
与
え
る
。
異
文
化
の
な
か
で
経
験
し
た
対
象
に
対
す
る
反
応
は
、
同
時
間

を
旅
し
た
人
々
で
あ
っ
て
も
異
な
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
旅
行
者
は
共
通
的
に
非
日
常
的

で
馴
染
の
な
い
異
文
化
の
空
間
に
入
り
、
馴
染
の
な
い
対
象
を
経
験
し
な
が
ら
、
異
文
化
空
間

の
な
か
で
自
分
の
位
置
を
考
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
旅
行
者
は
自
国
を
離
れ
て
世
界
の
な

か
で
自
我
と
自
国
の
位
置
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
海
外
旅
行
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
自
分
が
属
す

る
社
会
お
よ
び
国
の
国
際
的
な
位
置
を
相
対
化
し
て
考
え
直
す
き
っ
か
け
に
な
る
。
つ
ま
り
、

海
外
旅
行
は
、
意
識
的
で
あ
れ
無
意
識
的
で
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
自
国
の
自
文
化
に

基
づ
い
た
旅
行
者
の
思
想
と
世
界
観
に
変
化
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
分
析
の
た
め
に
中
短
期
旅
行
と
長
期
滞
在
の
よ
う
な
期
間
に
よ
る
区
分
と
と
も

に
、
旅
行
の
目
的
と
旅
行
を
計
画
す
る
主
体
に
よ
っ
て
私
的
旅
行
と
公
的
旅
行
を
区
分
す
る
。

　

前
述
し
た
異
文
化
体
験
の
旅
行
者
へ
の
影
響
は
、
短
期
旅
行
の
よ
う
な
短
い
期
間
の
旅
行
の

ほ
う
が
、
長
期
滞
在
よ
り
も
強
く
作
動
す
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
尹
致
昊
は
中
国
お
よ
び

ア
メ
リ
カ
で
幾
年
も
滞
在
し
て
お
り
、
滞
在
期
間
が
長
期
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
空
間
は

日
常
的
な
も
の
に
変
わ
り
、
旅
行
者
は
居
住
者
の
感
覚
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

　

旅
行
に
よ
っ
て
私
的
性
格
と
公
的
性
格
が
共
有
さ
れ
区
分
し
に
く
い
場
合
も
あ
る
。し
か
し
、

本
稿
で
は
個
人
の
意
思
で
計
画
を
立
て
て
旅
す
る
こ
と
を
私
的
旅
行
と
し
、
一
方
、
公
的
機
関
、

例
え
ば
、
朝
鮮
や
大
韓
帝
国
の
政
府
が
派
遣
す
る
使
節
団
と
し
て
の
旅
行
を
公
的
旅
行
と
し
て

区
分
し
て
検
討
す
る
。

　

私
的
旅
行
と
公
的
旅
行
は
旅
や
派
遣
を
企
画
す
る
主
体
が
異
な
る
。ま
た
、そ
の
主
体
に
よ
っ

て
そ
の
旅
の
目
的
が
厳
格
に
異
な
る
。
例
え
ば
、
一
八
九
六
年
に
ロ
シ
ア
へ
派
遣
さ
れ
た
朝
鮮

使
節
団
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
の
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
戴
冠
式
に
参
加
す
る
と
い
う
表
面
的
な
目
的
と

と
も
に
、
ロ
シ
ア
の
軍
事
的
か
つ
経
済
的
支
援
を
交
渉
す
る
裏
面
的
な
目
的
も
あ
っ
た

7

。
そ

し
て
、
公
的
旅
行
は
費
用
や
旅
程
や
使
節
団
の
待
遇
な
ど
、
私
的
旅
行
者
と
は
異
な
る
。
例
え

ば
、
本
稿
で
検
討
す
る
一
九
〇
五
年
の
日
本
視
察
団
の
場
合
、
日
本
の
先
進
施
設
を
見
学
し
た

り
、
当
時
の
総
理
大
臣
で
あ
る
桂
太
郎
と
の
接
見
な
ど
、
一
個
人
の
旅
行
で
は
経
験
し
に
く
い

出
来
事
を
経
験
す
る
。
こ
の
よ
う
に
使
節
団
の
個
々
人
は
、
自
国
の
使
節
と
い
う
公
的
存
在
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
公
的
旅
行
に
お
け
る
使
節
団
の
一
員
は
、
前
述
し
た
異
文

化
空
間
の
な
か
で
、
自
分
あ
る
い
は
自
国
が
置
か
れ
た
状
況
に
一
層
敏
感
に
反
応
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
公
的
旅
行
と
異
文
化
空
間
に
置
か
れ
た
尹
致
昊
の
反
応
を
「
日

記
」
を
通
じ
て
探
っ
て
み
る
。

　

日
記
は
毎
日
起
こ
る
出
来
事
を
記
録
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
旅
行
中
に
記
さ
れ
た
日

記
は
、
日
常
的
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
の
感
想
と
は
異
な
り
、
旅
行
地
の
異
文
化
的
状

況
の
影
響
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
記
録
で
あ
る
。
日
記
の
読
者
は
基
本
的
に
記
録
者
本
人
で
あ

る
。
日
記
は
単
純
に
毎
日
〈
記
録
す
る
作
業
〉
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
記
録
し
た
書
き

手
が
読
み
手
と
し
て
再
び
自
分
の
日
記
を
〈
読
む
作
業
〉
が
伴
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
読
者
と
し

て
海
外
旅
行
時
の
日
記
を
読
み
直
す
こ
と
で
、
日
記
の
書
き
手
は
自
身
の
過
去
の
自
分
と
会

話
し
、
日
常
の
経
験
と
は
異
な
る
情
緒
的
な
経
験
を
改
め
て
喚
起
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
日
記
は

日
記
の
書
き
手
に
過
去
の
海
外
旅
行
の
感
覚
を
間
接
的
に
確
認
さ
せ
る
媒
体
で
も
あ
る
の
で
あ

る
。

　

本
稿
で
は
、
旅
行
記
的
な
性
格
を
持
つ
日
記
と
い
う
テ
キ
ス
ト
性
を
念
頭
に
お
き
、
尹
致
昊

が
一
九
〇
五
年
に
締
結
さ
れ
た
日
韓
保
護
条
約
の
直
前
の
状
況
を
記
し
た
日
本
と
ハ
ワ
イ
の
視

察
の
「
日
記
」（
一
九
〇
五
年
七
月
～
一
一
月
）
に
注
目
す
る
。
本
稿
で
は
、
日
韓
保
護
条
約

を
目
前
と
し
た
歴
史
的
な
状
況
を
考
慮
し
、
日
本
と
ハ
ワ
イ
の
視
察
の
派
遣
の
経
緯
を
確
認
す

る
と
同
時
に
、「
日
記
」
か
ら
見
え
る
日
韓
保
護
条
約
の
前
夜
の
日
本
、
そ
し
て
ハ
ワ
イ
で
の

韓
人
社
会
に
つ
い
て
の
尹
致
昊
の
経
験
と
感
想
を
検
討
す
る
。
こ
う
し
た
尹
致
昊
の
海
外
旅
行

の
様
相
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
日
露
戦
争
お
よ
び
当
時
の
日
本
に
対
す
る
彼
の
考
え
、
そ
し
て
、

こ
れ
ら
と
も
関
わ
る
当
時
の
韓
国
（
人
）8

に
対
す
る
朝
鮮
知
識
人
の
理
解
の
一
例
を
示
す
。

二
、
日
本
視
察
団
の
派
遣
と
ハ
ワ
イ
移
民
実
態
の
視
察
の
経
緯

　

一
九
〇
五
年
七
月
一
七
日
、
大
韓
帝
国
の
日
本
国
視
察
事
務
員
（
以
下
、
日
本
視
察
団
）9

が
釜
山
港
よ
り
日
本
へ
出
発
す
る
。
視
察
団
は
尹
致
昊
を
含
む
以
下
の
一
一
名
で
あ
る
。
尹
致

昊
に
よ
れ
ば
、
日
本
視
察
団
は
一
一
名
の
官
僚
と
と
も
に
通
訳
官
な
ど
を
含
め
て
二
五
名
で
構

成
さ
れ
て
い
た

10

。

二

福
岡
大
学
研
究
部
論
集　

Ａ　

二
一
（
二
）
二
〇
二
一
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【
表
１
】
日
本
国
視
察
事
務
員
の
構
成
員

11

表
勲
院
総
裁 

閔
丙
奭
（
ミ
ン
・
ビ
ョ
ン
ソ
ク
）

度
支
部
大
臣 

閔
泳
綺
（
ミ
ン
・
ヨ
ン
ギ
）

陪
従
武
官
長 

趙
東
潤
（
チ
ョ
・
ド
ン
ユ
ン
）

中
枢
院
賛
議 

閔
商
鎬
（
ミ
ン
・
サ
ン
ホ
）

外
部
協
弁 
尹
致
昊

弁
理
公
使 

李
範
九
（
イ
・
ボ
ム
グ
）

宗
簿
司
長 

李
達
鎔
（
イ
・
ダ
ル
ヨ
ン
）

陸
軍
副
領 

金
成
殷
（
キ
ム
・
ソ
ン
ウ
ン
）

陸
軍
正
尉 

全
永
憲
（
チ
ョ
ン
・
ヨ
ン
ホ
ン
）

陸
軍
副
尉 

李
甲
（
イ
・
ガ
プ
）

六
品 

兪
致
卨
（
ユ
・
チ
ソ
ル
）

　

日
本
視
察
団
は
下
関
ま
で
日
本
郵
船
に
乗
っ
て
移
動
し
、
そ
の
後
は
汽
車
で
大
阪
を
経
て

東
京
に
到
着
し
一
ヶ
月
余
り
滞
在
す
る
。「
日
記
」
の
記
録
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
ソ
ウ
ル
か

ら
東
京
ま
で
の
日
程
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
日
本
視
察
団
の
日
本
滞
在
期
間
が
ど
の
程
度

だ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、「
日
記
」
で
確
認
で
き
る
日
本
視
察
団
の
日
本
滞
在
は
八

月
二
九
日
ま
で
で
あ
る
。
尹
致
昊
が
同
日
に
一
行
と
別
れ
、
ハ
ワ
イ
に
行
く
た
め
に
横
浜
に
移

動
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

【
表
２
】
韓
国
政
府
の
日
本
国
視
察
団
の
日
程
（
一
九
〇
五
年
七
月
一
五
日
～
八
月
二
九
日
？
）

ソ
ウ
ル
（
一
九
〇
五
年
七
月
一
五
日
出
発
）［
鉄
道
（
京
釜
線
）］
→
大
邱
（
七
月
一
五
日
）

→
釜
山
（
七
月
一
六
日
到
着
、
翌
一
七
日
に
日
本
へ
出
発
）［
船
］
→
下
関
（
七
月
一
八
日
）

［
鉄
道
］
→
大
阪
（
七
月
二
〇
日
）
→
東
京
（
七
月
二
二
日
～
八
月
二
九
日
）［
尹
致
昊
は
横

浜
に
移
動
］

　

日
本
視
察
団
が
日
本
に
来
た
表
面
的
な
理
由
は
当
時
の
日
本
の
実
態
を
確
認
す
る
こ
と
だ
っ

た
12

。
だ
が
、
そ
の
真
の
目
的
は
、
日
本
の
元
老
で
あ
る
伊
藤
博
文
を
大
韓
帝
国
政
府
の
最
高

顧
問
と
し
て
招
聘
す
る
こ
と
を
秘
密
裏
に
交
渉
す
る
た
め
だ
っ
た
。
当
時
の
在
韓
日
本
公
使
の

林
権
助
が
日
本
の
外
務
省
に
送
っ
た
電
報
に
は
、
使
節
団
の
閔
丙
奭
が
伊
藤
博
文
を
招
聘
す
る

高
宗
の
密
書
を
持
っ
て
い
く
と
い
う
内
容

13

が
あ
る
。
実
は
、
閔
丙
奭
の
背
後
に
は
、
当
時
京

釜
線
の
建
設
に
関
わ
っ
た
大
江
卓
が
い
て
、
大
江
が
す
で
に
日
本
政
府
の
元
老
の
井
上
馨
の
同

意
を
得
て
い
る
状
態
だ
っ
た

14

。

　

尹
致
昊
が
閔
丙
奭
の
秘
密
計
画
を
知
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
の
工
作
に
関
与
し
て
い
た

の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
一
九
〇
五
年
七
月
一
二
日
付
「
日
記
」
に
は
「
視
察
団
（
観
光
客
）

［Inspectors （Sightseers

）］
と
だ
け
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
年
七
月
二
七
日
付
「
日

記
」
に
は
、
尹
致
昊
が
閔
丙
奭
・
閔
泳
綺
・
閔
商
鎬
・
趙
東
潤
と
と
も
に
伊
藤
博
文
に
会
っ
た

記
録
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、
閔
丙
奭
は
今
回
の
来
日
の
目
的
は
内
閣
と
枢
密
院
制
度
お
よ
び
そ

の
実
態
を
確
認
す
る
た
め
だ
と
伊
藤
に
伝
え
て
お
り
、
秘
密
交
渉
に
つ
い
て
は
公
的
な
場
で
は

話
し
て
い
な
い
。
こ
の
時
期
の
「
日
記
」
の
内
容
だ
け
を
考
慮
す
れ
ば
、
尹
致
昊
は
閔
丙
奭
の

伊
藤
招
聘
計
画
に
つ
い
て
知
っ
て
い
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

閔
丙
奭
ら
の
秘
密
交
渉
が
結
果
的
に
は
成
功
し
、
伊
藤
博
文
は
韓
国
に
渡
っ
て
く
る
。
し
か

し
、
鄭
喬
（
ジ
ョ
ン
・
ギ
ョ
）
が
指
摘
し
た
よ
う
に
逆
説
的
に
伊
藤
が
保
護
条
約
を
締
結
す
る

張
本
人
と
な
り
、
以
降
韓
国
統
監
と
し
て
〈
最
高
顧
問
〉
と
な
る

15

。

　

尹
致
昊
は
日
本
視
察
団
に
参
加
し
た
後
、
八
月
三
〇
日
に
ハ
ワ
イ
に
韓
人
移
民
視
察
の
実
態

を
確
認
す
る
た
め
に
出
発
す
る
。

　

【
表
３
】
尹
致
昊
の
ハ
ワ
イ
視
察
の
日
程
と
帰
路
（
一
九
〇
五
年
八
月
三
〇
日
～
一
一
月
六
日
）

横
浜
（
八
月
三
〇
日
）［
船
出
発
］
→
ハ
ワ
イ
［
九
月
八
日
到
着
～
一
〇
月
三
日
ハ
ワ
イ
出
発
］

→
横
浜（
一
〇
月
一
四
日
）［
汽
車
］→
東
京（
一
〇
月
一
四
日
～
一
一
月
二
日
）→
神
戸（
一
一

月
三
日
）→
下
関（
一
一
月
四
日
）［
船
］→
釜
山（
一
一
月
六
日
）→
ソ
ウ
ル（
一
一
月
六
日
）

　

尹
致
昊
の
ハ
ワ
イ
訪
問
は
、
砂
糖
農
場
協
会
（T

he Sugar Planters A
ssociation

）
の

代
表
の
一
人
で
あ
る
ス
ワ
ン
ジ
ー
（Sw

anzy

）
の
提
案
に
よ
っ
て
当
協
会
の
招
待
と
い
う
形

を
取
っ
て
い
た

16

。
大
韓
帝
国
の
外
部
は
尹
致
昊
に
ハ
ワ
イ
視
察
と
と
も
に
メ
キ
シ
コ
の
韓
人

移
民
の
実
態
を
視
察
す
る
こ
と
を
命
じ
た

17

。
こ
う
し
た
海
外
韓
人
移
民
実
態
調
査
は
、
八
月

に
出
さ
れ
た
高
宗
の
メ
キ
シ
コ
移
民
者
の
実
態
調
査
お
よ
び
処
置
に
関
す
る
詔
令

18

に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
。
尹
は
約
一
ヶ
月
間
の
ハ
ワ
イ
視
察
で
、
ハ
ワ
イ
の
諸
島
の
三
二
ヶ
所
の
農
場
と

約
五
〇
〇
〇
名
の
韓
人
ら
を
対
象
に
演
説
を
行
っ
た

19

。
彼
の
ハ
ワ
イ
視
察
は
、
ハ
ワ
イ
の
韓

人
の
実
態
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
韓
人
の
移
民
者
を
慰
め
て
指
導
す
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が

三

日
韓
保
護
条
約
直
前
の
海
外
視
察
（
柳
）

― 267 ―　



あ
っ
た
。

　

一
〇
月
一
四
日
、
尹
致
昊
は
東
京
に
戻
り
、
メ
キ
シ
コ
の
韓
人
移
民
視
察
の
た
め
に
待
機
す

る
。
そ
の
後
、
メ
キ
シ
コ
で
の
滞
在
資
金
な
ど
の
問
題
で
視
察
は
中
止
さ
れ
、
結
局
帰
国
す
る

こ
と
に
な
る

20

。
彼
が
一
一
月
六
日
に
ソ
ウ
ル
に
帰
っ
て
き
て
間
も
な
く
、
伊
藤
博
文
が
日
本

の
特
命
全
権
大
使
と
し
て
韓
国
を
訪
れ
、
一
一
月
一
七
日
に
大
韓
帝
国
と
日
本
と
の
間
に
は
保

護
条
約
が
締
結
さ
れ
る
。

三
、
保
護
条
約
の
前
夜
の
日
本
視
察
記
―
―
日
本
に
対
す
る
相
反
す
る
態
度

　

日
本
視
察
団
は
一
九
〇
五
年
一
月
に
開
通
し
た
京
釜
線
を
利
用
し
て
釜
山
に
向
か
う
。
尹
致

昊
は
京
釜
線
の
鉄
道
旅
行
を
通
じ
て
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本
の
経
済
的
か
つ
社
会
的
な
占

有
と
韓
国
人
の
悲
惨
な
生
活
を
確
認
す
る
。

　

三
〇
〇
マ
イ
ル
［
約
四
八
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
］
を
超
え
る
京
釜
線
は
非
常
に
肥
沃
な
土
地

を
突
っ
切
る
。
鉄
道
に
沿
っ
て
立
っ
て
い
る
す
べ
て
の
里
程
標
［
は
日
本
語
表
記
で
あ
り
］、

各
駅
に
は
韓
国
人
の
露
店
販
売
も
許
さ
れ
て
い
な
い
。
お
菓
子
な
ど
を
売
っ
て
い
る
人
は
す

べ
て
日
本
人
で
あ
る
。
京
釜
線
の
地
名
は
日
本
語
発
音
で
記
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
成
歓

は
ソ
ン
フ
ァ
ン
で
は
な
く
セ
イ
カ
ン
な
ど
。
掲
示
板
な
ど
、
す
べ
て
が
日
本
語
だ
。
所
々
の

韓
国
人
の
わ
ら
屋
は
土
窟
よ
り
も
よ
く
な
い
。
ま
こ
と
に
可
愛
そ
う
だ
。
夜
に
は
韓
国
人
の

家
ま
た
は
韓
国
人
の
村
に
は
明
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
日
本
人
た
ち
が
住
む
と
こ
ろ

に
は
明
り
が
あ
り
和
気
藹
々
だ

21

。

　

尹
致
昊
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
京
釜
線
の
表
記
は
、
す
べ
て
日
本
語
の
発
音
で
記
さ
れ
て
お
り
、

売
店
な
ど
の
商
業
行
為
は
日
本
人
の
み
許
可
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
韓
国
人
の
わ
ら
屋
は
土

窟
に
比
べ
ら
れ
る
ほ
ど
悲
惨
な
状
態
で
あ
っ
た
。
彼
は
朝
鮮
半
島
の
自
然
が
韓
国
人
の
虐
待
に

よ
っ
て
呻
い
て
い
る
と
い
う
。
韓
国
人
は
自
然
を
管
理
す
る
た
め
に
ダ
ム
や
堤
防
を
作
る
よ
り

は
、
伐
採
し
て
使
う
の
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
韓
国
人
の
態
度
は
「
難
し
い
問
題
に
対
し
て
と

て
も
怠
け
て
お
り
、
と
て
も
消
極
的
」22

な
性
格
に
よ
る
と
評
す
る
。
当
時
の
朝
鮮
半
島
に
お

い
て
日
本
勢
力
が
次
第
に
拡
大
し
て
い
く
な
か
、
鉄
道
旅
行
を
通
じ
て
経
験
す
る
朝
鮮
半
島
と

韓
国
人
の
様
子
に
関
す
る
尹
致
昊
の
評
価
に
は
、
こ
う
し
た
批
判
的
な
眼
差
し
が
前
提
と
さ
れ

て
い
た
。

　

一
方
、
下
関
に
着
い
た
尹
致
昊
は
、
日
本
社
会
に
つ
い
て
自
分
を
興
奮
さ
せ
る
空
間
と
し
て

評
価
す
る
。

　

単
調
な
韓
国
人
の
生
活
か
ら
詩
的
な
日
本
へ
の
変
化
の
効
果
は
、
私
を
興
奮
さ
せ
る
。
秩

序
や
制
度
や
法
や
清
潔
や
明
り
や
楽
し
さ
や
幸
福
が
欠
如
し
て
い
る
地
か
ら
、
秩
序
や
制
度

や
法
や
清
潔
や
明
り
や
楽
し
さ
や
幸
福
で
満
ち
る
国
へ
。
韓
国
で
は
す
べ
て
が
と
て
も
み
す

ぼ
ら
し
い
。
そ
こ
［
韓
国
］
の
人
々
は
自
然
の
美
し
さ
を
改
良
し
て
美
化
す
る
こ
と
を
見
過

ご
し
て
き
た
。
可
哀
想
な
韓
国
！

23

　

尹
致
昊
は
韓
国
社
会
を
「
秩
序
や
制
度
や
法
や
清
潔
や
明
り
や
楽
し
さ
や
幸
福
」
が
欠
け
て

い
る
単
調
な
と
こ
ろ
だ
と
述
べ
る
。
一
方
、
日
本
社
会
を
、
こ
う
し
た
諸
条
件
が
備
わ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
と
し
て
評
す
る
。
ま
た
「
洗
練
さ
れ
た
趣
を
持
つ
人
々
［
日
本
人
］
に
よ
っ
て
自
然

の
美
し
さ
が
保
全
さ
れ
向
上
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
賞
賛
に
値
す
る
」
と
日
本
人
の
自
然
に
対
す

る
態
度
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
。
東
京
で
は
下
層
民
で
あ
る
人
力
車
の
労
働
者
も
「
下
品
で
汚

い
言
葉
を
言
わ
な
い
」
と
指
摘
し
、
反
対
に
韓
国
人
は
「
汚
く
悪
口
が
出
る
習
慣
」
を
持
つ
存

在
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

24

。
尹
は
日
本
人
が
「
自
然
と
人
間
が
互
い
に
競
争
す
る
こ
と
を

通
し
て
日
本
を
極
東
の
楽
園
」
に
し
た
と
い
う
。
続
け
て
「
も
し
私
が
故
国
を
選
べ
ら
れ
る
の

な
ら
、
ほ
か
の
国
よ
り
日
本
を
選
ぶ
」
と
個
人
の
私
的
次
元
で
日
本
を
好
評
す
る

25

。
彼
が
日

本
を
旅
す
る
と
き
に
付
け
た
「
日
記
」
で
見
ら
れ
る
日
本
に
対
す
る
評
価
に
は
、
こ
の
よ
う
に

尹
致
昊
の
個
人
の
私
的
次
元
に
お
い
て
は
、
肯
定
的
な
眼
差
し
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
旅
行
期
間
の
「
日
記
」
に
は
、
韓
国
（
人
）
と
日
本
（
人
）
を
比
較
す
る
彼
の
眼
差

し
が
絶
え
ず
作
動
す
る
。
韓
国
（
人
）
と
日
本
（
人
）
を
比
較
す
る
尹
致
昊
の
行
為
は
、
彼
自

身
が
両
方
を
客
観
的
に
観
る
抽
象
的
な
観
察
者
と
想
定
す
る
と
き
に
可
能
と
な
る
。
と
こ
ろ

が
、
日
露
戦
争
の
勝
利
の
雰
囲
気
が
高
ま
り
、
日
本
に
よ
っ
て
大
韓
帝
国
の
安
危
が
脅
か
さ
れ

る
状
況
で
の
日
本
滞
在
は
、
彼
に
韓
国
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
絶
え
ず
に
思
い
起

こ
さ
せ
る
。
日
本
視
察
団
が
日
本
に
滞
在
す
る
同
時
期
に
、
ア
メ
リ
カ
の
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
（T

. 
Roosevelt Jr.

）
大
統
領
の
娘
で
あ
る
ア
リ
ス
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
（A

. Roosevelt

）
と
国
防

長
官
の
タ
フ
ト
（W

. H
. T

aft

）
が
日
本
を
訪
れ
る
。
こ
の
と
き
、
桂
太
郎
と
タ
フ
ト
が
日
本

の
大
韓
帝
国
の
領
有
と
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
領
有
を
相
互
に
承
認
す
る
桂
・
タ
フ
ト
協

四

福
岡
大
学
研
究
部
論
集　

Ａ　

二
一
（
二
）
二
〇
二
一

　― 268 ―



定
が
締
結
さ
れ
る
。
日
本
社
会
は
ア
メ
リ
カ
の
使
節
を
歓
迎
す
る
雰
囲
気
で
盛
り
上
が
っ
て
い

た
。
一
方
、
韓
国
か
ら
の
視
察
団
は
無
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た

26

。
尹
致
昊
は
日
本
人
が
韓
国

人
に
対
し
て
「
す
べ
て
の
人
々
が
軽
蔑
や
軽
視
や
無
視
の
さ
ま
ざ
ま
な
兆
候
」
を
示
し
て
い
る

の
で
、
韓
国
人
に
冷
淡
な
東
京
に
長
く
泊
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
。

　

前
述
し
た
尹
致
昊
の
日
本
（
人
）
に
つ
い
て
の
肯
定
的
な
評
価
は
、
個
人
の
私
的
次
元
の
好

感
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
彼
は
韓
国
と
関
わ
る
政
治
的
で
公
的

な
次
元
で
は
日
本
を
辛
辣
に
批
判
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

私
は
日
本
が
ロ
シ
ア
に
勝
利
し
た
こ
と
は
嬉
し
い
。
島
の
人
々
は
誇
ら
し
く
黄
色
人
種
の

名
誉
を
守
っ
て
く
れ
た
。
白
人
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
東
洋
の
諸
民
族
の
主
人
と
し
て
長

く
振
る
舞
っ
て
き
た
。
日
本
が
独
り
で
そ
の
呪
縛
を
解
い
た
の
は
遠
大
な
計
画
で
あ
る
。
も

し
日
本
が
失
敗
し
た
と
し
て
も
そ
の
英
雄
的
な
行
動
の
雄
大
さ
は
永
遠
の
栄
幸
と
し
て
残
る

だ
ろ
う
。
考
え
て
み
よ
う
。
日
本
が
勝
利
し
た
こ
と
の
よ
う
に
、
黄
色
人
種
が
こ
の
世
の
中

で
顔
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
！

　

私
は
日
本
を
同
じ
黄
色
人
種
と
し
て
愛
し
て
誇
ら
し
く
思
う
。
し
か
し
、
韓
国
の
す
べ
て

と
そ
の
独
立
を
奪
お
う
と
す
る
日
本
を
、
韓
国
人
と
し
て
憎
む

27

。

　

尹
致
昊
は
日
本
が
ロ
シ
ア
に
勝
っ
た
事
実
を
嬉
し
く
思
い
な
が
ら
も
、
そ
の
嬉
し
さ
は
東
洋

人
と
し
て
そ
し
て
黄
色
人
種
と
し
て
の
名
誉
を
、
日
本
が
守
っ
て
く
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
彼

は
人
種
主
義
的
な
観
点
か
ら
日
本
の
勝
利
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、「
韓
国
の
す
べ
て
と
そ

の
独
立
を
奪
お
う
と
す
る
日
本
を
、
韓
国
人
と
し
て
憎
」
ん
で
お
り
、
韓
国
の
独
立
を
脅
か
す

日
本
を
批
判
す
る
。

　

尹
致
昊
は
ハ
ワ
イ
視
察
を
終
え
て
一
〇
月
一
四
日
に
再
び
日
本
に
戻
っ
て
き
て
滞
在
す
る
こ

と
に
な
る
。
尹
は
戦
勝
に
盛
り
上
が
っ
た
雰
囲
気
の
空
間
と
し
て
当
時
の
日
本
社
会
を
記
録
す

る
。
し
か
し
、
日
露
戦
争
の
講
和
会
談
の
内
容
を
新
聞
で
読
ん
だ
尹
は
「
日
本
が
韓
国
で
指
導

や
保
護
や
監
理
な
ど
の
業
務
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
ロ
シ
ア
よ
り
認
め
て
も

ら
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る

28

。
そ
の
と
き
、
彼
は
韓
国
の
変
え
ら
れ
な
い
運
命
を
感
じ
る
。
東

京
と
横
浜
の
戦
勝
を
祝
う
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
東
郷
平
八
郎
の
凱
旋
式
な
ど
、
日
本
の
戦
勝

を
祝
う
雰
囲
気
の
な
か
で
、
尹
致
昊
は
「
私
は
日
本
的
な
色
合
い
の
さ
ま
ざ
ま
な
光
景
が
と
て

も
嫌
だ
。
私
は
彼
ら
［
日
本
人
］
の
歌
が
と
て
も
嫌
だ
。
私
は
彼
ら
の
歓
呼
を
聞
く
こ
と
が
と

て
も
嫌
だ
。」29

と
絶
望
に
近
い
不
快
感
を
表
す
。
尹
致
昊
は
戦
勝
を
祝
う
日
本
社
会
の
明
る
い

表
面
よ
り
、
韓
国
の
独
立
喪
失
と
い
う
暗
い
裏
面
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

四
、
ハ
ワ
イ
の
韓
人
社
会
の
視
察
記
―
―
韓
国
（
人
）
に
対
す
る
啓
蒙
の
視
線

　

一
九
〇
五
年
九
月
八
日
、
尹
致
昊
は
ハ
ワ
イ
の
ホ
ノ
ル
ル
に
到
着
す
る
。
そ
の
後
、
尹
は
ハ

ワ
イ
の
諸
島
を
周
り
、
農
場
主
ら
お
よ
び
韓
人
ら
と
面
談
な
ど
を
通
じ
て
移
民
の
実
態
を
調
査

す
る
。
ハ
ワ
イ
に
韓
人
の
移
住
が
始
ま
っ
た
の
は
、
一
九
〇
二
年
に
ハ
ワ
イ
砂
糖
農
場
協
会
か

ら
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
協
議
後
に
韓
国
政
府
の
許
可
が
出
さ
れ
た
一
九
〇
三
年
か
ら

保
護
条
約
が
締
結
さ
れ
る
一
九
〇
五
年
ま
で
続
く

30

。
こ
の
期
間
中
の
移
民
者
数
は
七
二
二
六

名
に
達
し
た

31

。

　

尹
致
昊
は
ハ
ワ
イ
韓
人
社
会
に
お
い
て
韓
国
人
の
近
代
的
な
個
人
倫
理
の
欠
如
お
よ
び
素
養

の
不
足
を
読
み
取
る
。
一
九
〇
五
年
一
〇
月
三
日
付
「
日
記
」
に
は
ハ
ワ
イ
で
の
経
験
を
整
理

し
た
感
想
が
あ
る
。
尹
は
そ
こ
に
韓
人
が
貯
蓄
を
し
て
い
な
い
と
周
り
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る

と
記
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
韓
人
た
ち
の
無
節
制
な
生
活
を
念
頭
に
お
い
た
か
ら
な
の
か
、
尹

致
昊
は
韓
人
向
け
の
演
説
で
幾
度
も
「
勤
勉
さ
、
節
約
、
清
潔
さ
、
堅
実
さ
の
習
慣
」
を
身
に

付
け
る
こ
と
を
訴
え
る

32

。
尹
の
演
説
は
韓
人
た
ち
の
近
代
的
な
個
人
倫
理
お
よ
び
素
養
の
向

上
を
試
み
る
意
図
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

ハ
ワ
イ
視
察
期
の
「
日
記
」
に
は
韓
人
と
ハ
ワ
イ
原
住
民
の
カ
ナ
カ
人
（K

anakas

）
を
比

較
し
て
論
じ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
尹
致
昊
は
カ
ナ
カ
人
が
ハ
ワ
イ
諸
島
で

消
え
て
い
く
様
子
を
、将
来
の
韓
国
人
に
来
た
る
運
命
に
重
ね
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

ハ
ワ
イ
人
あ
る
い
は
カ
ナ
カ
人
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。
彼
ら
は
急
速
に
消
え
て
い
る
。
あ

る
人
は
私
に
言
う
。
宣
教
師
と
彼
ら
の
教
え
、［
つ
ま
り
］
彼
ら
［
カ
ナ
カ
人
］
の
原
始
的

で
健
全
な
生
活
と
す
る
習
慣
か
ら
遠
ざ
け
る
教
育
に
よ
っ
て
土
着
民
族
を
滅
亡
さ
せ
て
い

る
、
と
。［
も
う
一
つ
の
話
は
］
宣
教
師
ら
は
、
悪
い
白
人
が
島
の
人
々
に
紹
介
し
た
カ
ナ

カ
人
の
破
滅
の
原
因
と
な
っ
た
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
、
そ
し
て
ほ
か
の
不
道
徳
と
弊
害
を
抑
制

し
た［
、と
］。
私
は
二
つ
の
意
見
の
な
か
で
後
者
が
可
能
性
の
あ
る
話
だ
と
思
う
。
し
か
し
、

最
も
の
原
因
は
、
白
人
た
ち
と
ほ
か
の
人
種
が
持
ち
込
ん
で
き
た
生
活
と
闘
争
し
て
生
き
残

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
し
た
カ
ナ
カ
人
自
ら
の
救
済
の
で
き
な
い
怠
け
さ
に

五

日
韓
保
護
条
約
直
前
の
海
外
視
察
（
柳
）
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あ
る
。
そ
れ
［
に
つ
い
て
の
］
関
心
と
苦
痛
は
、
私
に
カ
ナ
カ
人
の
特
徴
が
韓
国
人
の
特
徴

と
い
う
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。（
一
）
良
い
気
質
、（
二
）
親
切
さ
（
三
）
怠
け
さ
。
私
は

カ
ナ
カ
人
が
自
分
よ
り
、
す
こ
し
［
で
も
生
活
が
］
い
い
友
だ
ち
あ
る
い
は
親
戚
が
破
産
す

る
ま
で
彼
ら
の
金
で
生
活
を
す
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
次
に

ほ
か
の
友
だ
ち
の
草
屋
に
移
り
、
彼
［
そ
の
友
だ
ち
］
が
破
産
す
る
ま
で
寄
生
す
る
な
ど
な

ど
。（
三
）
怠
け
さ
。
カ
ナ
カ
人
は
飢
え
で
大
変
で
な
い
か
ぎ
り
仕
事
を
し
な
い
。
そ
し
て
、

彼
は
わ
ず
か
な
銭
の
た
め
に
仕
事
す
る
［
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
後
］
で
き
る
か
ぎ
り
長
く
彼

の
幸
せ
と
怠
け
さ
が
再
び
続
く
の
だ

33

。

　

尹
致
昊
は
、
ま
ず
宣
教
師
た
ち
の
新
式
教
育
が
ハ
ワ
イ
の
原
住
民
た
ち
の
健
全
な
文
化
を
破

壊
し
た
と
い
う
意
見
と
、
も
う
一
つ
宣
教
師
た
ち
が
白
人
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
悪
徳
と
病
、
そ

し
て
カ
ナ
カ
人
の
「
不
道
徳
と
弊
害
」
な
ど
そ
れ
ら
に
つ
い
て
啓
発
し
て
い
る
と
い
う
相
反
す

る
両
意
見
を
述
べ
た
上
で
、
後
者
に
同
意
を
示
す
。
し
か
し
、
尹
は
カ
ナ
カ
人
の
滅
亡
の
根
本

的
な
原
因
と
し
て
彼
ら
の
「
救
済
の
で
き
な
い
怠
け
さ
」
を
挙
げ
て
お
り
、
カ
ナ
カ
人
自
ら
が

「
白
人
た
ち
と
ほ
か
の
人
種
が
持
ち
込
ん
で
き
た
生
活
と
闘
争
し
て
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
立
証
し
た
」と
評
価
す
る
。
彼
は
カ
ナ
カ
人
の
特
徴
を「（
一
）良
い
気
質
、（
二
）

親
切
さ
（
三
）
怠
け
さ
」
と
整
理
し
、
遺
憾
で
は
あ
る
が
、
こ
の
三
つ
の
特
徴
は
韓
国
人
と
も

一
致
す
る
と
述
べ
る
。
彼
は
カ
ナ
カ
人
が
こ
の
特
徴
の
な
か
で
「
怠
け
さ
」
の
せ
い
で
絶
滅
の

危
機
に
晒
さ
れ
た
と
結
論
付
け
、
韓
国
人
の
運
命
を
カ
ナ
カ
人
の
運
命
と
同
一
視
す
る
。
尹
致

昊
が
ハ
ワ
イ
視
察
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
き
た
後
、
大
韓
帝
国
が
日
本
の
保
護
国
に
な
る
運
命
で

あ
る
こ
と
を
感
じ
な
が
ら
「
日
本
人
の
暴
政
の
炎
の
な
か
で
、韓
国
人
が
生
き
残
る
た
め
に
は
、

彼
ら
［
韓
国
人
］
が
生
存
に
適
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。「
も

し
彼
ら
［
韓
国
人
］
が
ハ
ワ
イ
人
よ
り
、
優
れ
て
な
く
、
屈
し
て
［
し
ま
え
ば
］
生
存
を
保
つ

こ
と
は
で
き
な
い
」34

と
ハ
ワ
イ
原
住
民
の
滅
亡
を
韓
国
人
の
未
来
の
反
面
教
師
と
し
て
捉
え

る
。

　

そ
し
て
、尹
致
昊
は
韓
国
の
政
界
で
横
行
す
る
政
争
を
ハ
ワ
イ
の
韓
人
社
会
か
ら
読
み
取
る
。

「
日
記
」
に
よ
れ
ば
、
当
時
ハ
ワ
イ
韓
人
社
会
に
植
民
会
、
忠
義
会
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
会
な
ど
、

幾
つ
か
の
韓
人
会
が
形
成
さ
れ
て
い
た

35

。
尹
は
韓
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
間
で
韓
国
政
府
の
経
済

的
支
援
を
受
け
る
た
め
に
政
争
が
起
っ
て
お
り
、
こ
の
な
か
で
互
い
を
「
逆
賊
」
だ
と
公
然
に

批
判
す
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
。
彼
は
韓
人
に
対
す
る
演
説
で
「
逆
賊
」
と
い
う
言
葉
は
「
い

わ
ゆ
る
忠
臣
（loyal m
an

）」
と
い
う
不
正
な
輩
た
ち
が
こ
れ
ま
で
の
何
十
年
も
の
間
、
愛
国

者
を
殺
し
て
自
分
自
身
の
私
利
私
欲
の
み
を
求
め
る
た
め
に
使
わ
れ
て
き
た
言
葉
で
あ
る
こ
と

を
力
説
す
る
。
こ
う
し
た「
忠
臣
」た
ち
が「
本
当
の
逆
賊
」で
あ
り
、「
退
化
さ
れ
て
荒
廃
と
な
っ

た
今
の
韓
国
の
状
況
を
も
た
ら
し
た
」
と
批
判
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
尹
致
昊
は
韓
国
が
日
本
の
保
護
国
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
原
因
を
、

韓
国
政
府
の
大
臣
ら
の
政
争
と
暴
政
の
よ
う
な
間
違
っ
た
政
治
に
あ
る
と
み
た
。
一
九
〇
五
年

九
月
九
日
付
「
日
記
」
に
は
、
ア
メ
リ
カ
で
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
を
終
え
て
韓
国
へ
帰
国
し
た
ノ
ー

ブ
ル
（W

. A
. N

oble

）
と
ハ
ワ
イ
で
会
っ
た
と
い
う
内
容
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
時
の
韓
国

政
府
に
対
す
る
尹
致
昊
の
考
え
が
端
的
に
読
み
取
れ
る
。

　

彼
［
ノ
ー
ブ
ル
］
に
よ
れ
ば
、
彼
が
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
中
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に
会
っ
て

韓
国
の
主
張
を
提
示
し
、
大
統
領
は
韓
国
を
助
け
る
す
べ
て
の
こ
と
を
す
る
と
約
束
し
た
と

い
う
。
彼
は
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
が
悲
惨
で
抑
圧
さ
れ
て
荒
廃
な
韓
国
を
助
け
る
た
め
に
時

間
を
費
や
し
て
努
力
す
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
！ 

圧
制
と
不
正
な
輩
た
ち
に
よ
る
暴
政
の

状
況
か
ら
韓
国
が
抜
け
出
す
た
め
に
助
け
と
な
る
も
の
は
な
い

36

。

　

ノ
ー
ブ
ル
は
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領
と
の
会
見
で
韓
国
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
議
論
し
、
そ

の
と
き
、
大
統
領
が
韓
国
を
助
け
る
こ
と
を
約
束
し
た
と
、
尹
致
昊
に
伝
え
る
。
こ
の
話
を
聞

い
た
尹
は
「
圧
制
と
不
正
な
輩
た
ち
に
よ
る
暴
政
の
状
況
よ
り
韓
国
が
抜
け
出
す
た
め
に
助
け

と
な
る
も
の
は
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
韓
国
の
危
機
的
状
況
は
、
内
部
的
な
も
の
で
あ
り
、

政
治
の
腐
敗
と
暴
政
に
根
本
的
な
原
因
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
尹
致
昊
が
日
本
で
伊
藤
博
文
と

面
会
し
た
と
き
、
日
本
が
こ
の
よ
う
な
「
韓
国
の
す
べ
て
の
悪
の
根
源
」
を
知
っ
て
お
り
、「
日

本
は
韓
国
を
優
し
い
自
分
の
腕
の
な
か
に
抱
く
た
め
に
、
韓
国
が
有
す
る
そ
の
悪
を
保
護
し
増

大
さ
せ
る
の
だ
」
と
書
き
残
し
て
い
た

37

。
つ
ま
り
、
尹
致
昊
は
韓
国
が
日
本
の
保
護
国
に
な

る
危
機
に
直
面
し
た
根
本
的
な
原
因
と
し
て
、
韓
国
政
府
の
腐
敗
と
内
政
の
失
敗
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
日
本
は
そ
の
韓
国
の
悪
を
う
ま
く
利
用
し
て
「
優
し
い
自
分
の
腕
の
な
か
に
抱
く
」

こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。

六

福
岡
大
学
研
究
部
論
集　

Ａ　

二
一
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二
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二
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二
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五
、
保
護
国
化
の
前
夜
の
記
録

　

尹
致
昊
は
一
九
〇
五
年
七
月
か
ら
同
年
一
一
月
に
か
け
て
韓
国
政
府
の
視
察
を
目
的
と
し
て

日
本
と
ハ
ワ
イ
を
訪
問
す
る
。
尹
致
昊
の
こ
の
旅
は
、
彼
に
と
っ
て
日
本
留
学
と
十
余
年
の
亡

命
海
外
留
学
を
通
じ
て
確
認
し
て
き
た
韓
国
（
人
）
と
日
本
（
人
）
の
差
異
を
再
確
認
し
た
経

験
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
日
露
戦
争
の
戦
勝
国
の
日
本
に
よ
っ
て
保
護
国
と
な
っ
た
自
国
の
暗

い
未
来
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
旅
で
も
あ
っ
た
。
ハ
ワ
イ
視
察
を
通
じ
て
、
尹
致
昊
は
韓
人
た
ち

の
近
代
的
な
個
人
倫
理
お
よ
び
素
養
の
不
足
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
韓
国
社
会
で
蔓
延
し
て

い
る
政
争
が
異
国
の
地
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
う
し
た
海
外
の
韓

人
社
会
を
視
察
す
る
な
か
で
、
韓
国
政
府
の
政
治
的
な
失
敗
が
、
日
本
の
保
護
国
と
な
る
し
か

な
い
韓
国
の
運
命
の
原
因
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
取
る
こ
と
に
な
る
。
尹
は
韓
国
の
暗
い
将
来
を

予
感
し
自
ら
確
認
す
る
な
か
で
、
日
本
と
ハ
ワ
イ
で
の
経
験
と
感
想
を
「
日
記
」
に
如
実
に
記

し
て
い
る
。

　

こ
の
旅
の
五
年
後
の
一
九
一
〇
年
に
は
日
韓
併
合
が
行
わ
れ
、
韓
国
は
日
本
帝
国
の
一
地
域

と
し
て
の
「
朝
鮮
」
と
な
る
。
植
民
地
朝
鮮
を
生
き
た
尹
致
昊
は
、
五
年
前
の
韓
国
政
府
の
公

的
な
海
外
旅
行
の
日
記
を
再
び
読
み
直
し
な
が
ら
、
日
韓
併
合
前
の
状
況
を
回
想
し
て
韓
国
／

朝
鮮
（
人
）
に
つ
い
て
再
び
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
一
九
〇
五
年
に
締
結
さ
れ
た
日
韓
保
護
条
約
の
前
夜
の
韓
国
（
人
）
に
つ
い
て

の
尹
致
昊
の
認
識
を
、
彼
の
日
本
と
ハ
ワ
イ
視
察
を
記
録
し
た
当
時
の
「
日
記
」
を
通
じ
て
検

討
し
た
。
本
稿
は
個
別
の
事
例
に
過
ぎ
ず
、尹
致
昊
の
海
外
旅
行
に
お
け
る
韓
国
／
朝
鮮
（
人
）

が
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
含
意
と
認
識
の
変
化
を
時
期
的
に
検
討
す
る
こ

と
で
、
そ
の
特
徴
と
様
子
を
立
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
植
民
地
期
に

入
っ
て
、
帝
国
日
本
の
一
地
域
の
民
族
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
た
朝
鮮
（
人
）
に
対
す
る
尹
致

昊
の
認
識
が
日
韓
併
合
の
以
前
の
韓
国
（
人
）
に
対
す
る
認
識
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、

そ
し
て
こ
う
し
た
認
識
が
時
期
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
な
ど
の
問
題
は
、

今
後
の
亡
国
を
経
験
し
た
朝
鮮
知
識
人
の
植
民
地
統
治
と
朝
鮮
（
人
）
観
と
の
関
係
性
な
ど
を

明
ら
か
に
す
る
テ
ー
マ
に
も
つ
な
が
る
。
筆
者
は
、
植
民
地
初
期
に
あ
た
る
一
九
一
〇
年
代
に

お
け
る
尹
致
昊
の
三
・
一
独
立
運
動
に
対
す
る
朝
鮮
独
立
不
能
論
の
よ
う
な
態
度
に
つ
い
て
検

討
し
た
こ
と
が
あ
り
、
本
稿
で
確
認
し
た
自
助
論
的
な
思
考
が
朝
鮮
（
人
）
ひ
い
て
は
朝
鮮
の

独
立
を
不
可
能
だ
と
判
断
す
る
基
準
と
な
っ
て
い
る
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。
こ
う
し
た
植
民
地
期
の
尹
致
昊
の
朝

鮮
（
人
）
認
識
は
、
本
稿
で
確
認
し
た
韓
人
移
民
者
の
近
代
的
な
個
人
倫
理
の
欠
如
や
素
養
の

不
足
と
い
っ
た
彼
の
自
助
論
的
な
観
点
に
も
関
連
す
る
面
が
あ
る
。
植
民
地
期
の
尹
致
昊
の
朝

鮮
（
人
）
認
識
の
問
題
は
、朝
鮮
（
人
）
の
個
人
の
素
養
と
い
う
啓
蒙
的
な
眼
差
し
と
と
も
に
、

帝
国
日
本
の
植
民
地
統
治
や
戦
争
な
ど
に
よ
る
朝
鮮
（
人
）
の
問
題
が
ま
た
複
雑
に
絡
み
合
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注１　

本
稿
で
は
、
便
宜
上
、
朝
鮮
の
官
職
お
よ
び
朝
鮮
人
の
人
名
を
日
本
語
の
常
用
漢
字
に
改

め
た
。

２　

박
정
신
「
윤
치
호 

연
구
」『
백
산
학
회
』
第
二
三
輯
（
백
산
학
회
、
一
九
七
七
年
）。 

민

경
배
「
초
기 

윤
치
호
의 

기
독
교
신
앙
과 

개
화
사
상
」『
동
방
학
지
』
第
一
九
輯
（
연
세
대

학
교 

국
학
연
구
원
、
一
九
七
八
年
）。
유
영
렬
『
개
화
기
의 

윤
치
호
연
구
』（
경
인
문
화

사 

二
〇
一
一
年
［
一
九
八
五
年
］）。
이
광
린
「
윤
치
호
의 

일
본
유
학
」『
동
방
학
지
』
第

五
九
輯
（
연
세
대
학
교 

국
학
연
구
원
、
一
九
八
八
年
）。
양
현
혜
『
윤
치
호
와 

김
교
신

―
―
근
대 

조
선
의 

민
족
적 

아
이
덴
티
티
와 

기
독
교
』（
한
울
아
카
데
미
、
二
〇
〇
九
年

［
一
九
九
四
年
］）。
허
동
현
「
１
８
８
０
년
대 

개
화
파 

인
사
들
의 

사
회
진
화
론 

수
용
양
태 

비
교 

연
구
―
―
유
길
준
과 

윤
치
호
를 

중
심
으
로｣

『
사
총
』
第
五
五
輯
（
역
사
학
연
구
회
、

二
〇
〇
二
年
）。
拙
著
「
第
三
部 

尹
致
昊
の
政
治
思
想
の
変
容
と
自
由
思
想
」『
朝
鮮
の
近

代
と
尹
致
昊
―
―
東
ア
ジ
ア
の
知
識
人
エ
ト
ス
の
変
容
と
啓
蒙
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
。

３　

이
광
린
、上
掲
論
文
（
一
九
八
八
）。
拙
著
「
第
一
章 

尹
致
昊
の
海
外
経
験
と
英
語
学
習
」

上
掲
書
（
二
〇
一
八
）
な
ど
。

４　

박
정
신
、
前
掲
論
文
（
一
九
七
七
）、
三
五
七
～
三
六
二
頁
。
민
경
배
、
前
掲
論
文

（
一
九
八
五
）、
一
六
五
～
一
六
九
頁
。
유
영
렬
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
九
）、
六
三
～
六
八
頁
。

양
현
혜
、
前
掲
書
（
二
〇
〇
九
）、
三
五
～
四
一
頁
。
안
신
「
좌
옹 

윤
치
호
의 

종
교
경
험

과 

종
교
론
―
―
종
교
현
상
학
적 

해
석
」『
한
국
기
독
교
와 

역
사
』
第
二
七
輯
（
한
국
기
독

교
역
사
연
구
소
、
二
〇
〇
七
年
）、
五
二
～
五
四
頁
。
拙
著
、
同
書
（
二
〇
一
八
）、
二
九
四

～
三
〇
二
・
三
〇
五
～
三
〇
九
頁
な
ど
。

５　

本
稿
で
は
尹
致
昊
『
尹
致
昊
日
記
』（
全
一
一
巻
、
国
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
一
～

七

日
韓
保
護
条
約
直
前
の
海
外
視
察
（
柳
）
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一
九
八
九
年
）
を
便
宜
上
「
日
記
」
と
指
し
、
作
成
日
（
西
歴
）
の
み
を
記
す
。
と
く
に
注

が
無
い
場
合
は
、「
日
記
」
の
原
文
は
英
文
で
あ
り
、
以
下
「
日
記
」
の
引
用
文
の
日
本
語

訳
は
引
用
者
に
よ
る
。［　

］
は
引
用
者
に
よ
る
注
で
あ
り
、
以
下
同
じ
で
あ
る
。

６　

筆
者
は
一
八
九
六
年
ロ
シ
ア
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
二
世
の
戴
冠
式
に
祝
賀
使
節
団
と
し
て
尹
致

昊
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
行
し
て
経
験
し
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
著
「
第

三
章 

英
文
で
〈
再
現
〉
さ
れ
た
西
洋
―
―
「
日
記
」
に
記
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
朝
鮮
使

節
団
の
文
化
的
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」、
前
掲
書
（
二
〇
一
八
）。

７　

拙
著
、
上
掲
書
（
二
〇
一
八
）、
八
九
～
九
〇
頁
。

８　

本
稿
で
言
う
「
韓
国
」
は
、
現
在
の
大
韓
民
国
を
指
す
の
で
は
な
く
、
朝
鮮
が
一
八
九
七

年
に
国
名
を
「
大
韓
」
に
変
え
た
大
韓
帝
国
を
意
味
す
る
。
本
稿
の
「
韓
国
人
」「
韓
人
」

も
大
韓
帝
国
の
人
々
を
指
す
。「
朝
鮮
」「
朝
鮮
人
」
は
こ
の
時
期
を
前
後
と
す
る
朝
鮮
王
朝

お
よ
び
植
民
地
朝
鮮
な
ど
と
朝
鮮
半
島
に
生
き
た
人
々
を
指
す
広
意
と
し
て
使
う
。

９　
「
漱
玉
軒
で
日
本
国
に
赴
く
視
察
事
務
員
等
を
召
見
し
た
。（
召
見
赴
日
本
国
視
察
事
務
員

等
于
漱
玉
軒
。）」『
高
宗
実
録
』
四
六
巻
、
光
武
九
年
（
一
九
〇
五
年
）
七
月
一
四
日
。
原

文
は
漢
文
で
あ
る
。
日
本
語
訳
は
引
用
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
で
あ
る
。

10　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
七
月
一
五
日
・
八
月
三
〇
日
。

11　
『
高
宗
実
録
』
四
六
巻
、
光
武
九
年
（
一
九
〇
五
年
）
七
月
一
〇
日
。

12　

視
察
団
が
日
本
に
赴
く
前
に
高
宗
に
挨
拶
を
し
た
と
き
、
高
宗
は
「
今
日
の
状
況
を
み
れ

ば
、外
国
の
事
務
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、卿
た
ち
を
遠
く
送
る
。
今
回
行
っ

て
視
察
を
よ
く
し
、実
効
の
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。（
見
今
形
勢
、外
国
事
務
、不
可
不
知
。

故
使
卿
等
遠
行
。
則
今
行
善
為
視
察
、
期
有
実
效
也
。）」
と
言
っ
た
。

13　
「
韓
帝
伊
藤
侯
招
聘
方
ヲ
閔
丙
奭
ニ
委
任
ノ
件
」『
日
本
外
務
文
書
』
第
三
八
巻
、
明
治

三
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
七
月
一
四
日
。

14　
「
韓
帝
ノ
伊
藤
侯
招
聘
ニ
関
シ
大
江
卓
ノ
裏
面
工
作
ノ
件
」『
日
本
外
務
文
書
』
第
三
八
巻
、

明
治
三
八
年
（
一
九
〇
五
年
）
七
月
二
二
日
。

15　

鄭
喬
は
、
閔
丙
奭
が
密
か
に
高
宗
に
伊
藤
博
文
の
招
聘
を
議
論
し
承
諾
を
得
た
の
で
、
日

本
視
察
団
と
し
て
渡
日
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
鄭
は
こ
の
招
聘
の
件
で
伊
藤

博
文
が
韓
国
に
渡
っ
て
き
た
と
指
摘
す
る
（『
大
韓
季
年
史
』
巻
七
、光
武
九
年
（
一
九
〇
五

年
）
一
一
条
）。

16　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
八
月
一
二
日
。

17　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
八
月
二
八
日
。

18　
『
高
宗
実
録
』
四
六
巻
、
光
武
九
年
（
一
九
〇
五
年
）
八
月
一
日
。

19　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
一
〇
月
三
日
。

20　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
七
月
二
八
日
。

21　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
七
月
一
六
日
。

22　

同
「
日
記
」。

23　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
七
月
一
八
日
。

24　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
七
月
二
五
日
。

25　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
八
月
六
日
。

26　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
七
月
二
五
日
。

27　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
九
月
七
日
。

28　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
六
日
。

29　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
一
〇
月
二
五
日
。

30　

김
원
용
著
・
손
보
기
編
『
재
미
한
인 

５
０
년
사
』（
혜
안
、
二
〇
〇
四
年
［
一
九
五
八

年
］）、
一
九
～
二
三
頁
。
尹
致
昊
は
ハ
ワ
イ
視
察
後
に
メ
キ
シ
コ
移
民
者
の
実
態
を
確

認
す
る
た
め
に
メ
キ
シ
コ
に
向
か
う
予
定
だ
っ
た
が
、
旅
費
の
問
題
で
実
現
で
き
な
か
っ

た
。
韓
人
が
初
め
て
メ
キ
シ
コ
に
移
民
し
た
の
は
、
一
九
〇
五
年
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
と
き

一
〇
三
一
人
が
メ
キ
シ
コ
に
渡
っ
た
。
当
時
イ
ギ
リ
ス
人
の
マ
ヤ
ス
が
韓
国
政
府
に
は
秘
密

裡
に
不
法
移
民
を
募
集
し
、
四
年
間
の
契
約
と
監
禁
な
ど
の
不
法
契
約
が
行
わ
れ
て
問
題
と

な
っ
て
い
た
（
김
원
용
、
上
掲
書
、
一
九
・
二
三
～
二
七
頁
）。

31　

김
원
용
、
同
書
、
一
九
頁
。

32　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
九
月
一
〇
日
・
一
八
日
。

33　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
一
〇
月
三
日
。

34　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
一
〇
月
一
六
日
。

35　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
九
月
一
八
日
。

36　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
九
月
九
日
。

37　
「
日
記
」
一
九
〇
五
年
七
月
二
七
日
。

38　

拙
著
「
第
九
章 

植
民
地
朝
鮮
と
自
助
論
の
政
治
的
想
像
力
」、
前
掲
書
（
二
〇
一
八
）。 八

福
岡
大
学
研
究
部
論
集　

Ａ　

二
一
（
二
）
二
〇
二
一
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